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ＳＭＳ－２０－ＳＭＳ－０２の線路長に関する修正案である。 

 

 ５．４ 線路長の定義  

本標準において、ADSL回線が使用する芯線の損失は全て分岐(ブリッジタップ)のな
い０．４ｍｍPE絶縁ケーブルの長さで与えられている。（線路長と呼ぶ） 
言い換えれば、０．４ｍｍPE絶縁ケーブル以外の線路長はＡＴＵ－ＣとＴＵ－Ｒ間
の距離（長さ）ではない。 
０．４ｍｍポリエチレン絶縁ケーブル以外の芯線の長さ（ＡＴＵ－ＣとＴＵ－Ｒ間

の距離）は、当該芯線の１６０ｋＨｚにおける単位距離当たりの損失で、同一線路

長の０．４ｍｍポリエチレン絶縁ケーブル芯線の１６０kHzにおける伝送損失を除
することにより求められる。 
限界線路長に相当する芯線の長さも、この方法で換算可能である。 
 
電話ケーブルの伝送損失に関しては、G.996.1 6.1.3およびＢ章を参照のこと。 
 
また、本標準では５kmまでの線路長におけるスペクトル適合性の判断を行う基準を
規定している。 
 
 
 
 総ての適合性評価結果の表 

 
“換算線路長”を“損失 〔単位：線路長〕”とする。 

 

 


